
 

令和５年度広島市教員等育成に関する協議会の開催について（お知らせ） 
 

１ 広島市教員等育成に関する協議会の概要 

 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２２条の７第１項の規定に基づき、教員

等の資質向上に関する事項について、大学関係者及び学校関係者から意見聴取する。 

 

２ 開催日時 

令和６年１月２６日（金） １０時から１１時３０分まで 

 

３ 開催場所 

  広島市役所 本庁舎 １４階 第７会議室  

 

４ 会議の議題 

⑴  教員の資質能力の向上に関することについて 

ア 「新たな教師の学びの姿」の実現を目指した取組について 

 イ 養護教諭・栄養教諭としての資質の向上に関する指標の策定について 

⑵  学校を教職員にとってやりがいと魅力のある場としていくための取組について  

広島市の学校における働き方改革の推進について 

⑶  教員の養成に係る大学・学校・教育委員会の連携について  

ア ひろしま未来教師セミナーの実施状況 

 イ 大学生による学校支援活動の活動状況 

⑷  その他 

 

５ 一般傍聴について 

会議の当日、次の要領により一般の方の傍聴を受け付けます。 

⑴ 傍聴者の定員 １０人 

⑵ 受付 

９時３０分から９時５５分まで、会場で先着順に受付を行います。受付終了時刻まで

に定員に達したときは、その時点で受付を終了します。 

⑶ 傍聴者の遵守事項 

会場に傍聴者の遵守事項を掲示しますので、傍聴者はこれを守り、会議の円滑な進行・

運営に御協力ください。 

 

 



 

６ お問合せ 

教育委員会事務局総務部教育企画課 

電話（０８２）５０４－２４９６（直通） 

FAX（０８２）５０４－２５０９ 

Ｅメールアドレス kyo-kikaku@city.hiroshima.lg.jp 


